第17号様式（第8条第16項関係）


誓約書


　さっぽろ都心みどりのまちづくり助成金について申請し、交付を受けるにあたり、以下のことについて誓約いたします。

記

(1)札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第６号。以下「暴排条例」という。)第２条第１号に規定する暴力団ではないこと。
(2)暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員ではないこと。
(3)暴排条例第７条第１項に規定する暴力団関係事業者ではないこと。
(4)補助事業等の目的等に照らし、補助金等の交付を受けることが公益上不適当と認められる法令違反をしていないこと。
(5)市税を滞納していないこと。
(6)対象となる敷地・建築物が建築基準法、都市計画法及びその他関係法令に適合していること。
(7)対象となる敷地・建築物が法令等により緑化を義務付けられている場合は、その基準を満たしていること。
(8)さっぽろ都心みどりのまちづくり助成金交付要綱に基づく交付決定の取消しがあり、市長から助成金の返還を求められたときは、その内容に従い、助成金を返還すること。 


年　　月　　日

（宛先）札幌市長

　　　　　　　　　　　　　　　
（申請者）住所　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　
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